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★消費者へのアドバイス

（１）「無料」とうたっていても利用料や通信費がかかることがあるので注意する

無料とうたっているオンラインゲームでも，ゲームやアバターで使うアイテムが有

料である場合も多く，また，利用に際しては通信費がかかるので注意すること。

特に，子どもが利用した際のトラブルが多いので，親等保護者が子どもにオンライ

ンゲームを利用させるときには必ず利用規約等に目を通し，有料コンテンツが含ま

れることがないのか，どのような場合に料金が発生するのか等を確認し，子どもに

もきちんと伝えること。

さらに，子どもに携帯電話を与えてゲーム等に使わせるときは，保護者が使って

みるなどして，子どもがその内容を理解しているかどうかを確認し，その管理を適正

に行うこと。

（２）サイトにアクセスしただけで利用料金を請求されても言われるままに支払わない

サイト等で知り合った人から「無料でオンラインゲームを利用できる」などと教えら

れても安易にアクセスしないこと。また，アクセスしたとたん，画面上に「登録になり

ました」「入会ありがとうございます」などと表示され，利用料金の請求を受けても，

あわてて業者に連絡しないこと。また，執ように請求されても，言われるままに支払

わないこと。

（３）不用意に個人情報を教えない

ゲームサイトで知り合った人から住所や電話番号等個人情報を教えてほしい，顔

写真を送ってほしいというようなメールが届いても不用意に個人情報を伝えないこと。

（４）最寄りの消費生活センターに相談する

こうしたトラブルにあった場合は，すぐに最寄りの消費生活センターに相談すること。
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